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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月1日(2021.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　前記有利状態に制御される確率に関する設定値を設定可能な設定手段と、
　前記設定手段により設定された設定値を確認可能な設定確認状態に制御可能な設定確認
制御手段と、
　遊技に関する処理を実行可能な割込処理を実行する割込処理実行手段と、
　所定領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、普通識別情報の可変表示を行い表示結
果を導出表示する普通可変表示手段と、
　前記普通可変表示手段の表示結果が所定表示結果となったときに、遊技媒体が特定領域
を通過可能な状態となる普通可変手段と、
　前記普通可変手段が通過可能な状態となる通過可能期間を計時する普通可変計時手段と
、
　特別識別情報の可変表示を行い、可変表示結果を表示可能な特別可変表示手段と、
　特別識別情報の可変表示を行う特別可変表示期間を計時する特別可変表示計時手段と、
　特別識別情報の可変表示が停止した後から次の特別識別情報の可変表示が開始されるま
での可変表示停止期間を計時する停止期間計時手段と、を備え、
　前記設定確認制御手段は、遊技機への電力供給が開始したときであって前記割込処理が
実行される前に前記設定確認状態に制御可能であり、
　前記設定確認状態が終了した後に前記割込処理が実行され、該割込処理が実行された後
、遊技機への電力供給が停止されるまで前記設定確認状態に制御されず、
　前記通過可能期間が計時されているときに遊技機への電力供給が停止され、その後に遊
技機への電力供給が再開して前記設定確認状態に制御された場合に、該設定確認状態が終
了するまで前記通過可能期間の計時が中断され、該設定確認状態が終了したときに前記通
過可能期間の計時が再開され、
　前記特別可変表示期間が計時されているときに遊技機への電力供給が停止され、その後
に遊技機への電力供給が再開して前記設定確認状態に制御された場合に、該設定確認状態
が終了するまで前記特別可変表示期間の計時が中断され、該設定確認状態が終了したとき
に前記特別可変表示期間の計時が再開され、
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　前記可変表示停止期間が計時されているときに遊技機への電力供給が停止され、その後
に遊技機への電力供給が再開して前記設定確認状態に制御された場合に、該設定確認状態
が終了するまで前記可変表示停止期間の計時が中断され、該設定確認状態が終了したとき
に前記可変表示停止期間の計時が再開される、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来、設定変更操作にもとづいて複数段階の設定値のうちのいずれかに設定可能であり
、設定された設定値にもとづいて遊技者にとって有利な有利状態の制御を実行可能なパチ
ンコ遊技機があった（例えば、特許文献１参照）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２００９０２号公報
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１にあっては、設定確認をすぐに行いたい状況のときに、実行
中の全ての処理が終わるまで待たねばならず、好適に設定確認作業を実行することできな
いという問題がある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、好適に設定確認作業を実行す
ることができる遊技機を提供することを目的とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　前記有利状態に制御される確率に関する設定値を設定可能な設定手段と、
　前記設定手段により設定された設定値を確認可能な設定確認状態に制御可能な設定確認
制御手段と、
　遊技に関する処理を実行可能な割込処理を実行する割込処理実行手段と、
　所定領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、普通識別情報の可変表示を行い表示結
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果を導出表示する普通可変表示手段と、
　前記普通可変表示手段の表示結果が所定表示結果となったときに、遊技媒体が特定領域
を通過可能な状態となる普通可変手段と、
　前記普通可変手段が通過可能な状態となる通過可能期間を計時する普通可変計時手段と
、
　特別識別情報の可変表示を行い、可変表示結果を表示可能な特別可変表示手段と、
　特別識別情報の可変表示を行う特別可変表示期間を計時する特別可変表示計時手段と、
　特別識別情報の可変表示が停止した後から次の特別識別情報の可変表示が開始されるま
での可変表示停止期間を計時する停止期間計時手段と、を備え、
　前記設定確認制御手段は、遊技機への電力供給が開始したときであって前記割込処理が
実行される前に前記設定確認状態に制御可能であり、
　前記設定確認状態が終了した後に前記割込処理が実行され、該割込処理が実行された後
、遊技機への電力供給が停止されるまで前記設定確認状態に制御されず、
　前記通過可能期間が計時されているときに遊技機への電力供給が停止され、その後に遊
技機への電力供給が再開して前記設定確認状態に制御された場合に、該設定確認状態が終
了するまで前記通過可能期間の計時が中断され、該設定確認状態が終了したときに前記通
過可能期間の計時が再開され、
　前記特別可変表示期間が計時されているときに遊技機への電力供給が停止され、その後
に遊技機への電力供給が再開して前記設定確認状態に制御された場合に、該設定確認状態
が終了するまで前記特別可変表示期間の計時が中断され、該設定確認状態が終了したとき
に前記特別可変表示期間の計時が再開され、
　前記可変表示停止期間が計時されているときに遊技機への電力供給が停止され、その後
に遊技機への電力供給が再開して前記設定確認状態に制御された場合に、該設定確認状態
が終了するまで前記可変表示停止期間の計時が中断され、該設定確認状態が終了したとき
に前記可変表示停止期間の計時が再開される、
　ことを特徴とする。この特徴によれば好適に設定確認作業を進めることが出来る。
　手段１の遊技機は、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（例え
ば、パチンコ遊技機１）であって、
　少なくとも前記有利状態に制御される確率が異なる有利設定値と不利設定値とを含む複
数段階の設定値（例えば、最も遊技者にとって不利な設定値である１から最も遊技者にと
って有利な設定値である６までの値）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（
例えば、ＣＰＵ１０３が図３１に示す設定値変更処理を実行する部分）と、
　前記有利状態に制御するか否かを判定するための判定用乱数値を生成可能な判定用乱数
値生成手段（例えば、乱数回路１０４や遊技制御カウンタ設定部１５４）と、
　前記判定用乱数値生成手段にて生成された判定用乱数値と、前記設定手段にて設定され
ている設定値に対応する有利状態判定値とにもとづいて、前記有利状態に制御するか否か
を判定する有利状態判定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図３９に示す特別図柄通常処理を
実行する部分）と、
　前記有利状態判定手段によって前記有利状態に制御すると判定されたことにもとづいて
前記有利状態に制御可能な遊技制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図６に示す特別図柄プ
ロセス処理を実行する部分）と、
　タイマ値に応じて第１処理（例えば、図５６の特別図柄変動処理）を実行する第１処理
実行手段（例えば、ＣＰＵ１０３）と、
　タイマ値に応じて第２処理（例えば、図５７の特別図柄停止処理）を実行する第２処理
実行手段（例えば、ＣＰＵ１０３）と、
　前記第１処理及び前記第２処理よりも先に実行され、前記第１処理で用いられるタイマ
値と前記第２処理で用いられるタイマ値とを更新する第３処理（例えば、図５３のタイマ
更新処理）を実行する第３処理実行手段（例えば、ＣＰＵ１０３）と、を備え、
　前記有利状態判定値の数が設定値に応じて異なることにより、前記有利状態に制御され
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る確率が異なり（例えば、図１３～図２２に示すように、設定されている設定値に応じて
大当り判定値の数が異なることにより、大当り遊技状態に制御される確率が異なる部分）
、
　前記有利状態判定値は、所定の数値範囲において、前記設定手段にて設定可能な前記複
数段階の設定値で共通の共通数値範囲（例えば、１０２０～１２３７の範囲である大当り
判定値の共通数値範囲）が少なくとも設定されており、
　前記有利設定値の前記有利状態判定値は、所定の数値範囲において、前記共通数値範囲
と、前記不利設定値の前記有利状態判定値では設定されていない非共通数値範囲（例えば
、１２３８～各設定値に応じた値までの範囲である大当り判定値の非共通数値範囲）とを
含んで設定されており、
　前記共通数値範囲と前記非共通数値範囲とは、所定基準値から連続した数値範囲となる
ように設定され（例えば、図１９及び図２０に示すように、大当りの数値範囲は、通常状
態であるか確変状態であるかにかかわらず１０２０を大当り基準値とした連続した数値範
囲として設定されている部分）、
　前記第１処理実行手段は、前記第３処理において更新されたタイマ値に基づいて前記第
１処理を実行し、
　前記第２処理実行手段は、前記第３処理において更新されたタイマ値値に基づいて前記
第２処理を実行する、ことを特徴としている。
この特徴によれば、有利状態に制御するか否かの判定を行う処理負荷を低減することがで
きるので、遊技制御手段としてのメイン側の容量の圧迫を軽減することができる。


	header
	written-amendment

